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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　害虫防除用餌剤に、硬度２８～１２０ｍｇ／Ｌの軟水を含有させることを特徴とする害
虫防除用餌剤の喫食性向上方法。
【請求項２】
　害虫防除用有効成分と水を含有する害虫防除用餌剤であって、
　前記水はカルシウムとマグネシウムを含有し、前記水に対するカルシウム含有濃度が５
０ｍｇ／Ｌ以下かつマグネシウム含有濃度が５ｍｇ／Ｌ以下であることを特徴とする害虫
防除用餌剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、害虫防除用餌剤の喫食性向上方法に関し、具体的に、害虫が害虫防除用餌剤
を喫食する際の喫食性を向上させる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から害虫を防除する方法の一つとして、毒餌剤のような害虫防除用餌剤が使用され
ている。毒餌剤は害虫が喫食することで殺虫成分を体内に摂取させ致死せしめるものであ
る。そのため、毒餌剤に誘引性、喫食性を高める成分を配合することが検討されている。
【０００３】
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　例えば、緒方らの研究（非特許文献１）、あるいはＴｓｕｊｉの研究（非特許文献２）
等では、ゴキブリ等に対する誘引性の高い成分としてジャガイモ、タマネギ、オカラ、米
ヌカおよび各種脂肪酸等が挙げられ、これらの誘引性が比較されている。
【０００４】
　また、特許文献１には、バニリン、ピペロナール等が直翅目、すなわちゴキブリ、コオ
ロギ、バッタ、キリギリス、カマキリ、カマドウマ等に対して誘引性があることが開示さ
れている。
【０００５】
　さらに特許文献２には毒餌剤の喫食性の向上のために糖を添加することが開示され、糖
としてショ糖、ブドウ糖、果糖、乳糖、黒砂糖、赤砂糖、三温糖が例示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公昭５４－１１３６７号公報
【特許文献２】特開平１－２２４３０７号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】緒方ら，衛生動物，１３（４），２６２（１９６２）
【非特許文献２】Ｔｓｕｊｉ，衛生動物，１７（２），８９（１９６６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、前記の従来技術の喫食性を高める各種成分は、その効果が未だ十分ではなく、
そのため製剤中に高濃度に配合する必要があり、製造適正やその他の配合成分に制限が出
たり、製造コストの点で問題がある。
【０００９】
　したがって、本発明は、害虫の喫食性を容易に向上させ、優れた害虫防除効果を低コス
トで得ることのできる、新たな害虫防除用餌剤の喫食性向上方法を提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、鋭意検討を重ねた。その結果、害虫の害虫防除用餌剤の喫食量を増加させ
るために、該餌剤に特定の硬度の水を含有させることにより、上記課題を解決できること
を見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち本発明は、以下の（１）及び（２）によって達成される。
（１）害虫防除用餌剤に、軟水を含有させることを特徴とする害虫防除用餌剤の喫食性向
上方法。
（２）害虫防除用有効成分と水を含有する害虫防除用餌剤であって、害虫防除用餌剤中に
含有される水に対するカルシウム含有濃度が５０ｍｇ／Ｌ以下かつマグネシウム含有濃度
が５ｍｇ／Ｌ以下であることを特徴とする害虫防除用餌剤。
【発明の効果】
【００１２】
　害虫は、生命維持のために水を摂取することが必須であることが知られている。しかし
、水の種類と害虫の喫食性との関係にかかわる先行技術は存在しない。
　本発明の方法は、害虫防除用餌剤に、軟水を含有させることにより、害虫の喫食性が格
段に向上し、優れた害虫防除効果を得ることができる。また、水はコストが極めて低く、
製造コストの点で極めて有利である。さらに水は無臭で安全性が高く取扱いが容易である
とともに、他の成分のにおいに影響を及ぼすことがなく、使用時ににおいが気になること
もない。
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　そして、本発明の害虫防除用餌剤は、該餌剤中に含有される水に対するカルシウムの含
有濃度が５０ｍｇ／Ｌ以下かつマグネシウムの含有濃度が５ｍｇ／Ｌ以下であるので、害
虫の喫食性が向上され、害虫防除用有効成分の効果を効果的に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】試験例１における、実施例１および比較例１のチャバネゴキブリによる喫食量を
示すグラフである。
【図２】試験例２における、実施例２および比較例２のチャバネゴキブリによる喫食量を
示すグラフである。
【図３】試験例３における、実施例３および比較例３のチャバネゴキブリによる喫食量を
示すグラフである。
【図４】試験例４における、実施例４および比較例４のチャバネゴキブリによる喫食量を
示すグラフである。
【図５】試験例５における、実施例５および比較例５のチャバネゴキブリによる喫食量を
示すグラフである。
【図６】試験例６における、実施例６および比較例６のアミメアリの合計喫食頭数を示す
グラフである。
【図７】試験例７における、実施例７および比較例７のチャバネゴキブリによる喫食量を
示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明をさらに詳細に説明する。
【００１５】
　本発明の害虫防除用餌剤の喫食性向上方法は、害虫防除用餌剤に、軟水を含有させるこ
とを特徴としている。害虫防除用餌剤に軟水を含有させることにより、その作用は明らか
ではないが、害虫の喫食性を向上させることができるため、害虫防除用有効成分を効率良
く摂取させることができる。
【００１６】
　本発明において、硬度はアメリカ硬度で規定し、水に含まれているカルシウムとマグネ
シウムの総量を、炭酸カルシウム量に換算した値（ｍｇ／Ｌ）で示す。具体的には、硬度
（ｍｇ／Ｌ）は、カルシウム（ｍｇ／Ｌ）×２．５＋マグネシウム（ｍｇ／Ｌ）×４．１
の式により算出される。また本発明において軟水とは世界保健機関（ＷＨＯ）による基準
に準じて硬度１２０ｍｇ／Ｌ以下の水を軟水と規定している。
【００１７】
　本発明で使用される軟水は、害虫の喫食性をさらに高めるという観点から、硬度１００
ｍｇ／Ｌ以下のものがより好ましく、硬度５０ｍｇ／Ｌ以下のものが更に好ましい。
【００１８】
　軟水の含有量は、害虫防除用餌剤（ベイト剤）の形態により適宜調整すればよく、特に
限定されない。前記軟水は、例えば、害虫防除用餌剤中、０．１～９９．９質量％の範囲
で含有させることができる。軟水は、害虫防除用餌剤中１０質量％以上含有するのが好ま
しく、５０質量％以上がより好ましい。また、上限は９８質量％以下が好ましく、９５質
量％以下がより好ましい。前記範囲の含有量であれば、害虫の喫食性をさらに高めること
ができる。
【００１９】
　害虫防除用餌剤に軟水を含有させる方法としては、公知の方法により行うことができ、
例えば、害虫防除用有効成分やその他の処方成分と共に混合する方法が挙げられる。具体
的には、各成分を撹拌下で添加し混合する方法や、各成分を加熱下で撹拌混合する方法等
が挙げられる。
【００２０】
　本発明において、害虫防除用餌剤中に含有される水に対するカルシウムとマグネシウム
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の含有量は、カルシウム含有濃度が５０ｍｇ／Ｌ以下かつマグネシウム含有濃度が５ｍｇ
／Ｌ以下とする。カルシウムとマグネシウムの含有濃度が前記範囲となるように配合成分
を調節することで害虫の喫食性を向上させることができる。カルシウムとマグネシウムの
含有濃度は、上記したように軟水を害虫防除用餌剤に含有させることにより調節でき、好
ましい。
【００２１】
　害虫防除用餌剤中の水、カルシウム、マグネシウムの含有量は、公知の方法により測定
することができる。害虫防除用餌剤中の水の含有量は、例えば、電量滴定や容量滴定、加
熱乾燥法、蒸留法等、各種測定器を用いて測定することができる。また、害虫防除用餌剤
中のカルシウムとマグネシウムの含有量は、例えば、キレート滴定や原子吸光法等、各種
測定器を用いて測定することができる。これにより、害虫防除用餌剤中に含有される水に
対するカルシウムとマグネシウムの含有濃度を算出することが可能である。
【００２２】
　本発明の害虫防除用餌剤は、少なくとも害虫防除用有効成分と水を含有する。
【００２３】
　害虫防除用餌剤に含有させる害虫防除用有効成分としては、例えば、殺虫成分が挙げら
れる。
　殺虫成分としては、例えば、除虫菊エキス、天然ピレトリン、プラレトリン、イミプロ
トリン、フタルスリン、アレスリン、トランスフルトリン、レスメトリン、フェノトリン
、シフェノトリン、ペルメトリン、サイパーメスリン、エトフェンプロックス、シフルス
リン、デルタメスリン、ビフェントリン、フェンバレレート、フェンプロパスリン、メト
フルトリン、プロフルトリン等のピレスロイド系化合物；フェニトロチオン、ダイアジノ
ン、マラソン、ピリダフェンチオン、プロチオホス、ホキシム、クロルピリホス、ジクロ
ルボス等の有機リン系化合物；カルバリル、プロポクスル、メソミル、チオジカルブ等の
カーバメート系化合物；メトキサジアゾン等のオキサジアゾール系化合物；アミドフルメ
ト等のスルホンアミド系化合物；フィプロニル、ピリプロール等のフェニルピラゾール系
化合物；ヒドラメチルノン等のアミジノヒドラゾン系化合物；ジノテフラン、アセタミプ
リド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ニテンピラム等のネオニコチノイド系化合物
；インドキサカルブ等のオキサジアジン系化合物；メトプレン、ハイドロプレン、ピリプ
ロキシフェン等の昆虫成長制御化合物；ハッカ油等の殺虫性精油類；ホウ酸、ホウ砂、ク
ロルフェナピル、これらの異性体又は誘導体、ピペロニルブトキサイド、サイネピリン５
００、サイネピリン２２２等の共力剤等が挙げられる。これらの殺虫成分は１種を単独で
用いても２種以上を混合して用いてもよい。
【００２４】
　害虫防除用有効成分は、害虫防除用餌剤中、０．００１～９０質量％の範囲で含有させ
ることが好ましく、０．０１～５０質量％の範囲で含有させることがさらに好ましい。
【００２５】
　水は、上記した軟水が好適に用いられ、好ましい硬度や害虫防除用餌剤中の含有量も同
様である。
【００２６】
　害虫防除用餌剤に含有させることのできるその他の成分としては、例えば、食餌成分、
誘引成分、溶媒等が挙げられる。
【００２７】
　食餌成分とは、害虫を誘引し、摂食させることができる食餌・誘引成分を意味するもの
であり、例えば、糖質類、油脂類、デンプン類、タンパク類、アミノ酸類、動植物のエキ
ス類、高級アルコール類等を用いることができる。
　食餌成分としては、例えば、果汁、ハチミツ、廃糖ミツ、マルチトース、キシリトール
、ソルビトール、異性果糖、蔗糖、砂糖キビ、砂糖、パラチノース、トレハロース、ラク
トース等の糖質類；イナゴ、バッタ、カマキリ、コオロギ、チョウ、ガ、ハエ、オキアミ
、サナギコ、魚類、家畜類、貝類、卵等からの由来物質；落花生、カボチャ種子、小麦フ
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スマ、小麦粉、トウモロコシ、ソラマメ、大豆等からの由来物質；木ロウ、ヤシ油、カカ
オ脂、ヒマシ油、オリーブ油、落花生油、大豆油、トウモロコシ油、ナタネ油、ゴマ油、
綿実油、アマニ油、キリ油、麻実油、エノ油、哺乳類等から得られるバター脂、鯨油、イ
ルカ油、イワシ油、ニシン油、タラ肝油、サメ肝油、微生物油脂、酵母や細菌等からの油
脂；エデスチン、ゼイン、グリアジン等が挙げられる。食餌成分は、１種を単独で用いて
も２種以上を混合して用いてもよい。
【００２８】
　食餌成分は、害虫防除用餌剤中、１～９０質量％、好ましくは１０～５０質量％となる
ように含有すればよい。これらの食餌成分は賦形成分として用いられることもある。
【００２９】
　誘引成分としては、例えば、フレーバー類、エキス類、フェロモン類等を用いることが
できる。
　誘引成分としては、例えば、オニオンフレーバー、メープルフレーバー、チキンエキス
、ビーフエキス、ポークエキス、牛乳、醤油、ウスターソース、ペリプラノン化合物、ト
リアルキルアミン塩類、アルキルアミン類、ゴキブリの糞や卵及び乾燥物、メチルシクロ
ペンテノロン、バニリン、マルトール、メチルマルトール等を挙げることができる。誘引
成分は、１種を単独で用いても２種以上を混合して用いてもよい。
【００３０】
　誘引成分は、害虫防除用餌剤中、０．１～２０質量％、好ましくは１～１０質量％とな
るように含有すればよい。
【００３１】
　溶媒としては、例えば、有機溶媒、界面活性剤、動物油、植物油等を用いることができ
る。
　溶媒としては、例えば、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール等の有機溶媒
；ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンヒマシ油、グリコ
ール誘導体等の界面活性剤；乳酸エチル、乳酸メチル等の乳酸エステル；Ｎ－メチルピロ
リドン等のＮ－アルキルピロリドン等を挙げることができる。溶媒は、１種を単独で用い
ても２種以上を混合して用いてもよい。
【００３２】
　溶媒は、害虫防除用餌剤中、０．０１～９０質量％、好ましくは０．１～５０質量％と
なるように含有すればよい。
【００３３】
　また、害虫防除用餌剤には、必要に応じて、酸化防止剤、保存剤、誤食防止剤、色素、
香料、ｐＨ調整剤等を配合することもできる。これらは害虫防除用餌剤中、それぞれ０．
００１～１０質量％、好ましくは０．０１～５質量％となるように含有すればよい。
　酸化防止剤としては、例えば、エリソルビン酸およびその塩、ジブチルヒドロキシトル
エン、ｄｌ－α－トコフェロール、ノルジヒドログアヤレチック酸、メチルヒドロキシア
ニソール、没食子酸プロピル、グアヤク脂、Ｌ－システイン塩等が挙げられる。保存剤と
しては、例えば、安息香酸およびその塩、サリチル酸、ジフェニール、ソルビン酸および
その塩、デヒドロ酢酸およびその塩、パラヒドロキシ安息香酸エステル、プロピオン酸ナ
トリウム、プロピオン酸カリウム、フェノキシエタノール等が挙げられる。誤食防止剤と
しては、例えば、安息香酸デナトニウム、トウガラシ末などの苦味成分や辛味成分等が挙
げられる。色素としては、例えば、黄色４号、赤色１０２号、青色１号などのタール系色
素やカラメル等の色素、チーズ香料、バター香料、ピーナッツ香料、ピーチ香料、ストロ
ベリー香料、ミルク香料等が挙げられる。ｐＨ調整剤としては、例えば、クエン酸、リン
酸水素塩等が挙げられる。
【００３４】
　また、害虫の誘引、摂食を阻害しない限り、必要に応じて、例えば、ホワイトカーボン
、珪藻土、クレー、カオリン、タルク、ベントナイト、シリカ等の無機物；パラフィン、
ポリエチレングリコール、デキストリン、スチレン樹脂、シリコーン樹脂、結晶セルロー
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ス、寒天、ゼラチン等の有機物の１種又は２種以上を配合してもよい。
【００３５】
　本発明の害虫防除用餌剤は、当該餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度が
５０ｍｇ／Ｌ以下かつマグネシウム含有濃度が５ｍｇ／Ｌ以下である。カルシウムの含有
濃度とマグネシウムの含有濃度が前記範囲であると、害虫の食欲が促進され、喫食性を向
上させることができる。
　害虫防除用餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度とマグネシウム含有濃度
は、カルシウム含有濃度が４５ｍｇ／Ｌ以下かつマグネシウム含有濃度が４．５ｍｇ／Ｌ
以下であることが好ましく、カルシウム含有濃度が２０ｍｇ／Ｌ以下かつマグネシウム含
有濃度が３．５ｍｇ／Ｌ以下であることがより好ましい。カルシウムの含有濃度とマグネ
シウムの含有濃度の下限は特に限定されない。
　なお、上記したように、害虫防除用餌剤中に含まれる水に対するカルシウムとマグネシ
ウムの含有量は、キレート滴定や原子吸光法等、各種測定器を用いて測定することができ
る。
【００３６】
　害虫防除用餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度が５０ｍｇ／Ｌ以下かつ
マグネシウム含有濃度が５ｍｇ／Ｌ以下となる餌剤とするためには、水として所望の硬度
の軟水を用いることが好ましい。
【００３７】
　害虫防除用餌剤は、例えば、固体状、軟性固体状（例えば、ジャム状、ゲル状）、弾性
固体状（例えば、グミ状）、液体状、粘性液体状、顆粒状、粉状等の各種製剤として用い
ることができる。
【００３８】
　中でも、餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度とマグネシウム含有濃度の
調整を容易に行える点で、害虫防除用餌剤は液体状の形態であることが好ましい。
　液体状の害虫防除用餌剤の場合、害虫防除用餌剤中の水の含有量は５～９９．９質量％
であることが好ましく、３０～９８質量％がより好ましく、５０～９５質量％が更に好ま
しい。
【００３９】
　本発明の害虫防除用餌剤は、上記したように、少なくとも害虫防除用有効成分と水を含
有し、餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度が５０ｍｇ／Ｌ以下かつマグネ
シウム含有濃度が５ｍｇ／Ｌ以下であるものであり、このような本発明の害虫防除用餌剤
によれば、害虫の喫食性が向上し、優れた害虫防除効果を得ることができる。
【００４０】
　本発明の害虫防除用餌剤は、チャバネゴキブリ等のゴキブリ、ハエ、蚊、ヌカカ、アリ
、ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、シロアリ等に好適に適用することができる
。中でも、ゴキブリ、アリが好適で、さらにチャバネゴキブリ、アミメアリがより好適で
ある。
【００４１】
　また、本発明の害虫防除用餌剤の使用に際しては、害虫の生息もしくは活動域に、脱脂
綿やスポンジなどの担体に含浸させたり、容器や捕獲器等に収納してこれを設置すればよ
い。
【実施例】
【００４２】
　以下、本発明を実施例および比較例によりさらに説明するが、本発明は下記例に制限さ
れるものではない。
【００４３】
＜試験例１＞
（実施例１）
　蔗糖５質量％および軟水（市販のミネラルウォーター：硬度２８ｍｇ／Ｌ）９５質量％
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からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度
は６．２ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は３．３ｍｇ／Ｌであった。
【００４４】
（比較例１）
　蔗糖５質量％および硬水（市販のミネラルウォーター：硬度３０４ｍｇ／Ｌ）９５質量
％からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃
度は８０．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は２６．０ｍｇ／Ｌであった。
【００４５】
（試験方法）
　縦４０ｃｍ×横２５ｃｍ×高さ２０ｃｍのバット内にシェルター（５ｃｍ×１５ｃｍの
ジャバラ状）および水１０ｇを設置し、そこに供試虫としてチャバネゴキブリ５０頭（雄
雌各２５頭）を入れて二日間放置し、チャバネゴキブリをシェルターに定着させた。
　続いて、実施例１および比較例１の餌剤５ｇを、それぞれ４ｃｍ×４ｃｍの脱脂綿に含
浸させ、φ６ｃｍプラスチック製の皿形状容器に入れてバット内に並置した。チャバネゴ
キブリに餌剤を自由に喫食させ、３時間経過した後、残った餌剤の質量を測定した。
　なお、試験期間中の餌剤の吸湿や乾燥による質量測定の誤差を補正するために、コント
ロールとしてチャバネゴキブリを用いずに同じ条件で上記試験を行い、試験前後における
餌剤の質量を測定した。
【００４６】
　以下の式（１）により、チャバネゴキブリの喫食量を算出した。
　　喫食量（ｇ）＝Ａ１×（Ｂ１／Ｂ２）－Ａ２　・・・（１）
（式（１）中、Ａ１は試験前の餌剤の質量（ｇ）、Ａ２は試験後の餌剤の質量（ｇ）、Ｂ
１は試験後のコントロールの餌剤の質量（ｇ）、Ｂ２は試験前のコントロールの餌剤の質
量（ｇ）である。）
【００４７】
　試験は３回行い、その平均値を求めた。結果を表１および図１に示す。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　表１および図１の結果から、軟水を使用した実施例１は、硬水を使用した比較例１に比
べ、チャバネゴキブリの餌剤の喫食量（平均）が３倍もの高い量を示した。
【００５０】
＜試験例２＞
　実施例２および比較例２の餌剤を用いて、試験例１において、供試虫のシェルターへの
定着時間を二日間から三日間に変更して試験を行った。
【００５１】
（実施例２）
　蔗糖５質量％および軟水（市販のミネラルウォーター：硬度２８ｍｇ／Ｌ）９５質量％
からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度
は６．２ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は３．３ｍｇ／Ｌであった。
【００５２】
（比較例２）
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　蔗糖５質量％および硬水（市販のミネラルウォーター：硬度１４６８ｍｇ／Ｌ）９５質
量％からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有
濃度は４６８．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は７４．５ｍｇ／Ｌであった。
【００５３】
（試験方法）
　縦４０ｃｍ×横２５ｃｍ×高さ２０ｃｍのバット内にシェルター（５ｃｍ×１５ｃｍの
ジャバラ状）および水１０ｇを設置し、そこに供試虫としてチャバネゴキブリ５０頭（雄
雌各２５頭）を入れて三日間放置し、チャバネゴキブリをシェルターに定着させた。
　続いて、実施例２および比較例２の餌剤５ｇを、それぞれ４ｃｍ×４ｃｍの脱脂綿に含
浸させ、φ６ｃｍプラスチック製の皿形状容器に入れてバット内に並置した。チャバネゴ
キブリに餌剤を自由に喫食させ、３時間経過した後、残った餌剤の質量を測定した。
　なお、試験期間中の餌剤の吸湿や乾燥による質量測定の誤差を補正するために、コント
ロールとしてチャバネゴキブリを用いずに同じ条件で上記試験を行い、試験前後における
餌剤の質量を測定した。
【００５４】
　上記式（１）により、チャバネゴキブリの喫食量を算出した。試験は３回行い、その平
均値を求めた。結果を表２および図２に示す。
【００５５】
【表２】

【００５６】
　表２および図２の結果から、軟水を使用した実施例２は、硬水を使用した比較例２に比
べ、チャバネゴキブリの餌剤の喫食量（平均）が約３．８倍もの高い量を示した。
【００５７】
＜試験例３＞
（実施例３）
　蔗糖５質量％および軟水（市販のミネラルウォーター：硬度４０ｍｇ／Ｌ）９５質量％
からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度
は１０．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は３．０ｍｇ／Ｌであった。
【００５８】
（比較例３）
　蔗糖５質量％および硬水（市販のミネラルウォーター：硬度１４３ｍｇ／Ｌ）９５質量
％からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃
度は４１．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は１０．０ｍｇ／Ｌであった。
【００５９】
（試験方法）
　試験例２と同様の方法により、チャバネゴキブリの喫食試験を行い、喫食量を算出した
。試験は３回行い、その平均値を求めた。結果を表３および図３に示す。
【００６０】
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【表３】

【００６１】
　表３および図３の結果から、軟水を使用した実施例３は、硬水を使用した比較例３に比
べ、チャバネゴキブリの餌剤の喫食量（平均）が約１．９倍もの高い量を示した。
【００６２】
＜試験例４＞
（実施例４）
　蔗糖５質量％および軟水（市販のミネラルウォーター：硬度４０ｍｇ／Ｌ）９５質量％
からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度
は１０．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は３．０ｍｇ／Ｌであった。
【００６３】
（比較例４）
　蔗糖５質量％および硬水（市販のミネラルウォーター：硬度１４６８ｍｇ／Ｌ）９５質
量％からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有
濃度は４６８．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は７４．５ｍｇ／Ｌであった。
【００６４】
（試験方法）
　試験例２と同様の方法により、チャバネゴキブリの喫食試験を行い、喫食量を算出した
。試験は３回行い、その平均値を求めた。結果を表４および図４に示す。
【００６５】

【表４】

【００６６】
　表４および図４の結果から、軟水を使用した実施例４は、硬水を使用した比較例４に比
べ、チャバネゴキブリの餌剤の喫食量（平均）が約２．８倍もの高い量を示した。
【００６７】
＜試験例５＞
（実施例５）
　蔗糖５質量％および軟水（市販のミネラルウォーター：硬度１１９ｍｇ／Ｌ）９５質量
％からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃
度は４０．８ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は４．３ｍｇ／Ｌであった。
【００６８】
（比較例５）
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　蔗糖５質量％および硬水（市販のミネラルウォーター：硬度１４６８ｍｇ／Ｌ）９５質
量％からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有
濃度は４６８．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は７４．５ｍｇ／Ｌであった。
【００６９】
（試験方法）
　試験例２と同様の方法により、チャバネゴキブリの喫食試験を行い、喫食量を算出した
。試験は３回行い、その平均値を求めた。結果を表５および図５に示す。
【００７０】
【表５】

【００７１】
　表５および図５の結果から、軟水を使用した実施例５は、硬水を使用した比較例５に比
べ、チャバネゴキブリの餌剤の喫食量（平均）が約１．７倍もの高い量を示した。
【００７２】
＜試験例６＞
　供試虫としてアミメアリを用いて喫食試験を行った。
【００７３】
（実施例６）
　蔗糖５質量％および軟水（市販のミネラルウォーター：硬度４０ｍｇ／Ｌ）９５質量％
からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有濃度
は１０．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は３．０ｍｇ／Ｌであった。
【００７４】
（比較例６）
　蔗糖５質量％および硬水（市販のミネラルウォーター：硬度１４６８ｍｇ／Ｌ）９５質
量％からなる餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含有される水に対するカルシウム含有
濃度は４６８．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は７４．５ｍｇ／Ｌであった。
【００７５】
（試験方法）
　直径φ６ｃｍ×高さ４ｃｍのプラスチックカップ内に、供試虫としてアミメアリ２０頭
を入れて一日間放置し、アミメアリをプラスチックカップに順化させた。
　続いて、実施例６および比較例６の餌剤０．５ｇを、それぞれ１ｃｍ×１ｃｍの脱脂綿
に含浸し、プラスチックカップ内に並置した。アミメアリに餌剤を自由に喫食させ、５分
間観察を行い、１分おきに各例の餌剤を喫食している頭数をカウントし、合計喫食頭数を
算出した。
　試験は４回行い、その平均値を求めた。結果を表６および図６に示す。
【００７６】
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【表６】

【００７７】
　表６および図６の結果から、軟水を使用した実施例６は、硬水を使用した比較例６に比
べ、アミメアリの合計喫食頭数（平均）が約２．８倍であり、実施例６の方が喫食性が高
いことがわかった。
【００７８】
＜試験例７＞
　害虫防除用有効成分（ジノテフラン）を含有した毒餌剤に対する喫食試験を行った。
【００７９】
（実施例７）
　蔗糖５質量％、軟水（市販のミネラルウォーター：硬度４０ｍｇ／Ｌ）９４．９５質量
％およびジノテフラン０．０５質量％からなる毒餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中に含
有される水に対するカルシウム含有濃度は１０．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃度は３
．０ｍｇ／Ｌであった。
【００８０】
（比較例７）
　蔗糖５質量％、硬水（市販のミネラルウォーター：硬度１４６８ｍｇ／Ｌ）９４．９５
質量％およびジノテフラン０．０５質量％からなる毒餌剤（水溶液）を調製した。餌剤中
に含有される水に対するカルシウム含有濃度は４６８．０ｍｇ／Ｌ、マグネシウム含有濃
度は７４．５ｍｇ／Ｌであった。
【００８１】
（試験方法）
　縦４０ｃｍ×横２５ｃｍ×高さ２０ｃｍのバット内にシェルター（５ｃｍ×１５ｃｍの
ジャバラ状）および水１０ｇを設置し、そこに供試虫としてチャバネゴキブリ５０頭（雄
雌各２５頭）を入れて三日間放置し、チャバネゴキブリをシェルターに定着させた。
　続いて、実施例７および比較例７の餌剤５ｇを、それぞれ４ｃｍ×４ｃｍの脱脂綿に含
浸し、φ６ｃｍプラスチック製の皿形状容器に入れてバット内に並置した。チャバネゴキ
ブリに毒餌剤を自由に喫食させ、１時間経過した後、残った毒餌剤の質量を測定した。
　なお、試験期間中の毒餌剤の吸湿や乾燥による質量測定の誤差を補正するために、コン
トロールとしてチャバネゴキブリを用いずに同じ条件で上記試験を行い、試験前後におけ
る毒餌剤の質量を測定した。
【００８２】
　上記式（１）により、チャバネゴキブリの喫食量を算出した。試験は３回行い、その平
均値を求めた。結果を表７および図７に示す。
【００８３】
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【表７】

【００８４】
　表７および図７の結果から、軟水を使用した実施例７は、硬水を使用した比較例７に比
べ、チャバネゴキブリの餌剤の喫食量（平均）が４倍もの高い量を示し、毒餌剤とした場
合により顕著な効果が得られることがわかった。
　なお、１時間後にはほぼ全頭のチャバネゴキブリがノックダウンしており、有効成分の
効果も得られることがわかった。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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